
"大声"の定期は「観客等が、通常よりも大きな声量で、反復・継続的に声を発すること」

とし、これを積極的に推奨するまたは必要な対策を十分に施さないイベントは「大声あり」

に該当する。

【※"大声"の定義ついて】

186

25

125

和室 31 40 20

762

698

1396
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